
 

 

 

業務部認定事業者管理官の本関移転に伴う住所変更について 

（お知らせ） 

 

 

平成 30年 6月 18日（月）より、業務部認定事業者管理官の所在地が変更となりますのでお

知らせいたします。 

 

 

○変更内容 

 新 住 所  旧 住 所  

 

所在地 

 

〒231-8401 

神奈川県横浜市中区海岸通

１－１ 

横浜税関本関４階 

〒231-8401 

神奈川県横浜市中区新港 

１－６－２ 

横浜第一港湾合同庁舎 

 


